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防
期
間
中
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状
況

（上記の「基本目標」を達成するため、重点業種等について「小目標」を設定）。
□製造業 における死傷災害を2022年と比較して2027年までに5％減少させる。
□建設業 における死傷災害を2022年と比較して2027年までに5％減少させる。
□陸上貨物運送事業 における死傷者数を2022年と比較して2027年までに5％減少させる。
□第三次産業 における死傷者数を2022年と比較して2027年までに5％減少させる。
□行動災害 転倒災害等の行動災害を2027年までに5％減少させる。
□メンタルヘルス対策 ストレスチェックにおける集団分析の実施率を2027年までに90％以上とする。
□熱中症対策 計画期間中に死亡災害を発生させない。

小
目
標

□死亡災害 死亡者数を令和9年までに１人以下とする。
□休業４日以上の死傷災害 休業４日以上の死傷者数を令和4年と比較して令和9年までに5％減少させる。

基
本
目
標

八王子労働基準監督署

第14次八王子労働基準監督署労働災害防止計画
〜Safe Work TOKYO〜「トップが発信︕ みんなで宣言 一人一人が「安全・安心」〜

2023年度（令和5年度）を初年度とする「第14次東京労働局労働災害防止計画」の策定を受け、八王子労働基準監督署管内
における労働災害防止の取組を推進するため、「第14次八王子労働基準監督署 労働災害防止推進計画」を策定した。 14次防ロゴマーク

2022年 2027年
48 45
68 64
78 74
69 65
9 8

447 424
108 100
92 87
47 44
17 16
670 636以下

製造業
建設業
陸上貨物運送業

道路貨物運送業
陸上貨物取扱業

第三次産業
小売業

社会福祉施設
飲食店

ビルメンテナンス業

全産業
335 318
183 173
152 144

行動災害
転倒

動作の反動・無理な動作

第１４次八王子労働基準監督署労働災害防止計画の目標
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SC実施事業場 集団分析実施事業場 実施率

14次防目標値
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（年）

（年）

4 3
1 1

48

68
78

108

92

47

17

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

0

20

40

60

80

100

120

2018 2019 2020 2021 2022

死亡災害（棒グラフ）・死傷災害（折れ線グラフ）の推移

小売

陸上貨物運送

社会福祉施設

飲食

建設

ビルメンテナンス

製造

（人）

（年）

※ 休業４日以上の死傷災害については以下「死傷災害」、休業４日以上の死傷者数については以下「死傷者数」という。

資料　６



。
〇労働者の作業行動に起因する労働災害防止対策及び高年齢労働者への労働災害防止対策の推進
・転倒災害を2022年と比較して2027年までに減少
・転倒による平均休業見込日数を2027年までに40日以下
・社会福祉施設における腰痛を2022年と比較して2027年までに減少
・60歳代以上の休業４日以上の死傷災害（以下「死傷災害」という。）を2022年と比較して2027年までに減少

〇業種別の労働災害防止対策の推進
・建設業における死亡者数を2022年と比較して2027年までに15%以上減少
・陸上貨物運送事業における休業４日以上の死傷者数（以下「死傷者数」という。）を2022年と比較して2027年までに５%以上減少
・製造業における機械によるはさまれ・巻き込まれ死傷者数を2022年と比較して2027年までに５%以上減少

〇労働者の健康確保対策の推進
・自分の仕事や職業生活に関することで強い不安、悩み、ストレスがあるとする労働者の割合を2027年までに50%未満

〇化学物質等による健康障害防止対策の推進
・化学物質の性状に関連の強い死傷災害（有害物等との接触、爆発、火災によるもの）の件数を第13次労働災害防止期間と比較して、2023年から2027までの５年間で、5%以上減少
・熱中症による死亡者数を第13次労働災害防止計画期間と比較して減少

〇労働者の作業行動に起因する労働災害防止対策の及び高年齢労働者への労働災害防止対策の推進
・転倒災害対策に取り組む事業場の割合を2027年までに50％以上
・小売業、社会福祉施設の事業場における正社員以外の労働者への安全衛生教育の実施率を2027年までに80％以上
・社会福祉施設における介護・看護作業において、ノーリフトケアを導入している事業場の割合を2023年と比較して2027年までに増加
・「高年齢労働者の安全と健康確保のためのガイドライン」に基づく高年齢労働者の安全衛生確保の取組を実施する事業場の割合を2027年までに50％以上

〇業種別の労働災害防止対策の推進
・墜落・転落災害の防止に関するリスクアセスメント（RA)に取り組む建設業の事業場の割合を2027年までに85％以上
・「陸上貨物運送事業における荷役作業の安全対策ガイドライン」に基づく措置を実施する陸上貨物運送業等の事業場（荷主事業場含む。）の割合を2027年までに45％以上
・機械による「はさまれ巻き込まれ」防止対策に取り組む製造業の事業場の割合を2027年までに60％以上

〇労働者の健康確保対策の推進
・メンタルヘルス対策に取り組む事業場の割合を2027年までに80％以上
・50人未満の小規模事業場におけるストレスチェック実施の割合を2027年までに50％以上
・必要な産業保健サービスを提供している事業場の割合を2027年までに80％以上

〇化学物質等による健康障害防止対策の推進
・労働安全衛生法に基づくラベル表示・ＳＤＳ交付の義務対象外で、危険性有害性が把握されている化学物質について、ラベル表示、ＳＤＳ交付を行っている事業
場の割合を2025年までにそれぞれ80％以上

・RA実施の義務対象外で、危険性又は有害性が把握されている化学物質について、RA実施事業場の割合を2025年までに80％以上
RA結果に基づいて、労働者の危険又は健康障害を防止するため必要な措置を実施している事業場の割合を2027年までに80％以上

・熱中症災害防止のために暑さ指数を把握し活用している事業場の割合を2023年と比較して 2027年までに増加

第１４次東京労働局労働災害防止計画のアウトプット指標（労働者の協力の下、事業者において実施される次の事項をアウトプット指標として定め、その達成を目指す）

第14次東京労働局労働災害防止計画
〜Safe Work TOKYO〜「トップが発信︕ みんなで宣言 一人一人が「安全・安心」〜

第１４次東京労働局労働災害防止計画のアウトカム指標（アウトプット指標を実施した結果として、期待される事項、効果検証を行うための指標）



衛生委員会の開催（実施方法など社内ルールの策定）

ストレスチェック（年１回）の実施

本人に結果を通知

就業上の措置の実施 職場環境の改善

ストレスチェック制度の実施手順

「うつ」などの、メンタルヘルス不調を未然防止 !!

 ｢メンタルヘルス不調の未然防止のためにストレスチェックを実施する」

旨の基本方針を、まず事業場内に明示しましょう。

 衛生委員会で、ストレスチェックの実施方法について話し合いましょう。

 社内規程として明文化して、全ての労働者にその内容を知らせましょう。

≪ストレスチェック実施までのポイント≫

労働基準監督署に
実施結果報告書を提出
※提出時期は、各事業場の事業年度の
終了後など、事業場ごとに設定して
差し支えありません。

医師の面接指導の実施

医師から意見聴取

ストレスチェックを実施しましょう
労働安全衛生法の改正により、労働者数50人以上の事業場において、

年１回のストレスチェックが義務づけられています。（平成27年12月から適用）

  厚生労働省・都道府県労働局・労働基準監督署
H29.1

事業者の皆さまへ

集団分析

 （※努力義務）

個人の結果を一定規模

のまとまりの集団ごと

に集計・分析

ストレスチェック制度の目的は、

・労働者自身のストレスへの気づきを
促すこと

・集団分析等を、ストレスの原因とな
る職場環境の改善につなげること

などにより、労働者のメンタルヘルス
不調を「未然防止」することです。

ストレスチェックおよび
面接指導の実施状況の報告
※義務

①ストレスチェックは誰に実施させるか
②ストレスチェックはいつ実施するか
③どんな質問票を使ってストレスチェックを実施するか
④どんな方法でストレスの高い人を選ぶか
⑤面接指導の申出は誰にすれば良いか
⑥面接指導は産業医又はどの医師に依頼して実施するか
⑦集団分析はどんな方法で行うか
⑧ストレスチェックの結果は誰が・どこに保存するのか 等

右のような項目
について、話し
合いましょう。

実施に
向けた
検討事項



働く人のメンタルヘルス・ポータルサイト「こころの耳」

○ ストレスチェック制度をはじめとする、メンタルヘルス対策全般の情報を掲載

しています。

https://kokoro.mhlw.go.jp/

○ 本プログラムの利用に関する詳細やご不明点などは、専用のコールセンター

（フリーダイヤル）にお問い合わせください。

【電話番号】 ０１２０－６５－３１６７（フリーダイヤル）

【受付日時】 10:00～17:00（土・日、祝日、12月29日～１月３日を除く）

ストレスチェック制度サポートダイヤル

○ ストレスチェックに関わる方（産業医、保健師、事業者、衛生管理者、など）

からの、ストレスチェック制度に関するお問い合わせ（事業場における実施方

法、実施体制など）に、専門家がお答えします。

【電話番号】 0570-03-1050（通話料がかかります）

【受付日時】 10:00～17:00（土・日、祝日、12月29日～１月３日を除く）

厚生労働省版ストレスチェック実施プログラム

をご活用いただくことで、簡単･便利に実施することができます。 

このリーフレットについてのご質問は、最寄りの都道府県労働局または労働基準監督署までお問い合わせください。

｢ ストレスチェックって､どのように実施すればいいの？」とお悩みの方へ

厚生労働省版ストレスチェック実施プログラム（無料ツール）とは？

○ ストレスチェックの受検、結果出力、結果管理までを一括で実施できるプログ

ラムです。厚生労働省ホームページから無料でダウンロードいただけます。

http://stresscheck.mhlw.go.jp/

▼ 他にも、事業者の皆さまにご利用いただける相談窓口があります。

厚生労働省版ストレスチェック 検 索

https://kokoro.mhlw.go.jp/
https://kokoro.mhlw.go.jp/
http://stresscheck.mhlw.go.jp/
http://stresscheck.mhlw.go.jp/
http://stresscheck.mhlw.go.jp/










（R７.２）

農林水産省､国土交 
 通省､環境省､警察庁､消防庁 
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